
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 三宮北交差点改良工事（その２） 

工事概要 

本工事は、都心三宮再整備事業として、三宮北交差点にシンボル照明を設置してまちなかのライトアッ

プを行うとともに、車道舗装の修繕と歩道舗装の美装化を行う工事である。  

 

道路工事 Ｌ＝253ｍ、照明信号工事 Ｎ＝９基、土工 １式、舗装工 １式、 

排水構造物工 １式、構造物撤去工 １式、照明設備工 １式、信号設備工 １式、仮設工 １式 

 

 

 

 

◎設計変更の理由 

 関係機関との協議の結果、下記の変更が必要となった。 

 

  ・仮設信号や時差式信号看板の設置等が必要となったため、信号設備工、道路付属施設工及び 

撤去工が増工となるとともに、交通管理工が増工となる。 

 

・その他、数量等の変更は現地精査による。 

 

  

 

 


